
※土地改良法の手続きを完了させなければ，事業を実施できない。

　

２－２　ほ場整備事業のスケジュール

集落の合意形成

地域営農計画の作成

換地原案作成 工事の完了
一時利用地の指定

採択申請工事の着手

換地処分・登記・精算
事業計画書作成 法人設立・特定法人化

促進計画作成（市町）整備計画作成（県）※

集落営農検討会を設立アンケート調査等の実施
地域の農業ビジョン（集落法人経営計画）案を作成先進地視察，研修会の開催地域の農業の現況を整理

集落営農検討会を設立法人の営農作目の確定
導入機械と既存機械の処分方法設立時期と構成員（体制）法人の経営計画（償還計画）土地利用計画

土地改良法の手続き開始計画のヒアリング

面工事の完了

農地の法人集積の検討
法人営農計画を各種計画へ反映

事前調整の開始

法人による営農開始

事業要件の達成見込の判断法人設立に向けた準備先進地視察，研修会の開催

完完完完了了了了

事事事事業業業業実実実実施施施施

採採採採択択択択前前前前年年年年採採採採択択択択２２２２年年年年前前前前
事前調査開始

整備ほ場での営農可能

農用地利用改善団体の設立
採択通知

※は県営のみ
農地の利用集積の促進

事業要件の達成

法人経営の高度化
土地改良法の手続き完了


